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思いがけない高額請求!!
チラシを見て頼んだ廃品回収・・・

困ったときは消費者ホットライン１８８（ いやや！） にご相談ください！

２０２１・８月号

奈良市三条本町８－１ シルキア奈良 ２階

TEL0742-32-0621 FAX0742-32-2686

奈良県消費生活センター

他県に住む親がチラシを見て、廃品回収を事業者に依頼した。チラシには「廃品回収代金が８万円」と

書かれていたが、実際には４７万円請求され、支払ってしまった。 （当事者：８０歳代 男性）

しっかり君 きまじめパパ

相談事例１

不用品の処分をしてもらおうと、投げ込みチラシの事業者に電話をすると「費用は３万円くらい」と言わ

れたが、来訪すると３０万円を提示された。高いとは思ったが、仕方なく支払った。 （６０歳代 女性）

相談事例２

無許可の業者が家庭の不要品を回収することは認めておらず、引き渡すと、法律を守った適正な処理ができない恐

れがあります。チラシやインターネット広告の宣伝文句にだまされてはいけません。

トラブルに遭わないために!!

依頼する前に検討!! チラシに記載されている金額で契約できるとは限りません。事前に複数の事業
者から見積もりを取り、料金だけでなく作業内容も比較検討する。

作業時は、家族や周りの人に立ち会ってもらう。作業終了後に突然高額な金額
を請求されるケースもあるので、契約時や作業開始前に追加料金がないか確認
する。

業者から納得できない
請求を受けたら!!

すぐに、最寄りの消費生活センター（１８８ いやや！）に相談する。

作業開始前に確認!!

廃家電や粗大ゴミなど、廃棄物の処分に

「無許可」の回収業者 を

利用しないでください!!

お住まいの

市町村が案内

するルールで

処分しよう!!

●「無許可」の廃棄物回収業者には、以下のような例があります！！

町中を大音量
で巡回

空き地で回収 チラシを配布
インターネット
で広告

●さまざまな事例が報告されています！！

不法投棄 不適正処理
不適正な管理
による火災

※家庭の廃棄物を、市区町村の一般廃棄物処理業の許可なく、または市区町村の委託を受けずに、違法に
回収している業者です。

悪質な不法投棄が新規に発覚し、

いまだ後を絶たない状況にあり
ます

廃家電は電池やプラスチックを

含むため、発火・延焼の危険性

があり、不適正な管理による火
災が発生しています

環境対策を行わずに廃家電を破壊

することで、フロンガスや鉛などの
有害物質が放出されます

環境省～廃棄物の処分

に「無許可」の回収業者

を利用しないでください

～ より
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置き場所を決めて、表示する。

□ ジャンルごとにグループ収納する。

□ 同じものは１カ所に置く。

□ 目で見てわかる表示をする。

□ 複数在庫がある場合には、手前に

古いものを置く。

□ 整理方法に迷ったらスーパーの陳

列を参考にする。

奈良県消費生活センター
〒630-8122 奈良市三条本町８番１号

ｼﾙｷｱ奈良2階

TEL:0742-32-0621/FAX:0742-32-2686
発行令和3年8月1日

冷蔵庫・食器棚の「見える化」が
効果抜群！！

食品の

整理整頓

まず、食品庫の物を調味料、麺類、

乾物、粉もの、飲み物、非常食などに

カテゴリ分けする。

冷蔵庫は、定番食材、調理予定の食材、

期限切れの近いもの、小さいものなど

に分類する。

１．食品をカテゴリ分けする

詰めすぎず、余裕を持った配置にする。

常にフリースペースを確保しておくのが、

整理整頓を長続きさせるコツです。

スーパーの陳列棚のように、家の冷蔵

庫や食器棚も、期限が長い食品を奥に、

期限が近い食品を手前に保管しましょう。

また、常備したい食材は、残りがどれく

らいになったら補充するかなど、ルール

を決めておくと良いでしょう。

□ 小さいものはカゴを活用する。

□ フリースペースを用意しておくこと

も大切。

□ 日付や名前を書くときは、ホワイト

ボード用のペンを利用すると書き換

えが簡単で便利。

□ 使いかけや早く食べたいものは、ク

リップで留めて目立つ場所に置く。

□ 中身が見える透明容器を活用する。

□ 早く食べなければいけないものは、

目立つ場所に置く。

４．ストックのルールを決める

３．とりあえずのスペースを作る

２．それぞれの置く場所を決める

消費期限と賞味期限の確認
食品の期限表示は、「消費期限」と「賞味期限」の２種類あります。いずれも、開封して

いない状態で、表示されている保存方法で保存した場合の期限が表示されています。

◎消費期限→「食べても安全な期限」

◎賞味期限→「おいしく食べることができる期限」

賞味期限は、過ぎてもすぐに廃棄せずに自分で食べられるかどうかを判断することも大切

です。

食品ロスを
減らそう!!

消費者庁「家庭での食品ロス」より

整理整頓、コツコツ
がんばろう!!


